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議 案 第 ９ 号 

専 決 処 分 の 承 認 を 求 め る こ と に つ い て 

 令和７年度埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療事業特別会計補正予算

（第１号）について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規

定により、別紙のとおり専決処分したので、その承認を求める。 

  令和７年１１月４日提出 

埼玉県後期高齢者医療広域連合長 吉 田  信 解 

提 案 理 由 

マイナ保険証の保有状況にかかわらず資格確認書を交付する暫定運用が１年間延長

され、国の依頼により全被保険者に対して取り扱いの変更を早急に周知する必要が生

じたため、令和７年４月１０日に令和７年度埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢

者医療事業特別会計補正予算（第１号）を専決処分したので、地方自治法第１７９条

第３項の規定により、この案を提出する。 
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専 決 処 分 書 

 次の事項について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第 1 項の規

定により、専決処分する。 

令和７年度埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療事業特別会計 

補正予算（第１号）（別紙） 

  令和７年４月１０日 

埼玉県後期高齢者医療広域連合長職務代理者 

埼玉県後期高齢者医療広域連合副広域連合長 井 上 健 次 印 
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議 案 第 １ ０ 号

  埼玉県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例及 

び埼玉県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例の一部 

を改正する条例の制定について 

 埼玉県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成１９年 

広域連合条例第６号）及び埼玉県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する 

条例（平成１９年広域連合条例第１９号）の一部を改正する条例を別紙のとおり制定 

する。 

  令和７年１１月４日提出 

埼玉県後期高齢者医療広域連合長 吉 田 信 解  

提 案 理 由 

 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世

代育成支援対策推進法の一部を改正する法律並びに地方公務員の育児休業等に関する

法律の一部を改正する法律の施行に伴い、必要な規定の整備をするため、地方自治法

第２９２条の規定により準用する同法第９６条第１項第１号の規定により、この案を

提出する。 
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埼玉県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例及

び埼玉県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例の一部

を改正する条例 

（埼玉県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改

正） 

第１条 埼玉県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成

１９年広域連合条例第６号）の一部を次のように改正する。 

第１６条第１項中「定める者」の次に「（第１８条の３第１項において「配偶者

等」という。）」を、「疾病」の次に「、老齢」を加える。 

第１８条の次に次の３条を加える。 

（妊娠、出産等についての申出をした職員等に対する意向確認等） 

第１８条の２ 任命権者は、埼玉県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関

する条例（平成１９年広域連合条例第１９号）第２０条第１項の措置を講ずるに

当たっては、同項の規定による申出をした職員（以下この項において「第１項申

出職員」という。）に対して、次に掲げる措置を講じなければならない。 

(１) 第１項申出職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置（次号におい

て「出生時両立支援制度等」という。）その他の事項を知らせるための措置 

(２) 出生時両立支援制度等の請求、申告又は申出（以下「請求等」という。）

に係る第１項申出職員の意向を確認するための措置 

(３) 埼玉県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例第２０条第

１項の規定による申出に係る子の心身の状況又は育児に関する第１項申出職員

の家庭の状況に起因して当該子の出生の日以後に発生し、又は発生することが

予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項

に係る第１項申出職員の意向を確認するための措置 

２ 任命権者は、３歳に満たない子を養育することを申し出た職員（以下この項に

おいて「第２項申出職員」という。）に対して、規則で定める期間内に、次に掲

げる措置を講じなければならない。 

(１) 第２項申出職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置（次号におい

て「育児期両立支援制度等」という。）その他の事項を知らせるための措置 

(２) 育児期両立支援制度等の請求等に係る第２項申出職員の意向を確認するた
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めの措置 

(３) 第２項申出職員の３歳に満たない子の心身の状況又は育児に関する第２項

申出職員の家庭の状況に起因して発生し、又は発生することが予想される職業

生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る第２項申

出職員の意向を確認するための措置 

３ 任命権者は、第１項第３号又は前項第３号の規定により意向を確認した事項の

取扱いに当たっては、当該意向に配慮しなければならない。 

（配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員等に対する意向確認等） 

第１８条の３ 任命権者は、職員が配偶者等が当該職員の介護を必要とする状況に

至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護との両立に資する

制度又は措置（以下この項及び次条において「介護両立支援制度等」という。）

その他の事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の請求等に係る当該職員

の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。 

２ 任命権者は、職員に対して、当該職員が４０歳に達した日の属する年度（４月

１日から翌年の３月３１日までをいう。）において、前項に規定する事項を知ら

せなければならない。 

（勤務環境の整備に関する措置） 

第１８条の４ 任命権者は、介護両立支援制度等の請求等が円滑に行われるように

するため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

(１) 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施 

(２) 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備 

(３) その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置 

（埼玉県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

第２条 埼玉県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例（平成１９年

広域連合条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「第１９条第１項及び第２項」を「第１９条第１項から第３項まで及び

第５項」に改める。 

第１６条第２号中「及び勤務日ごとの勤務時間」を削る。 

第１７条の見出し中「部分休業」を「第１号部分休業」に改め、同条第１項中

「部分休業（育児休業法第１９条第１項に規定する部分休業をいう。以下同じ。）
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の承認は、正規の勤務時間（非常勤職員にあっては、当該非常勤職員について定め

られた勤務時間）の始め又は終わりにおいて」を「育児休業法第１９条第２項第１

号に掲げる範囲内で請求する同条第１項に規定する部分休業（以下「第１号部分休

業」という。）の承認は」に改め、同条第２項中「第２３条第１１号」を「第２３

条第１項第１１号」に、「部分休業」を「第１号部分休業」に改め、同条第３項中

「部分休業」を「第１号部分休業」に改め、同条の次に次の４条を加える。 

（第２号部分休業の承認） 

第１７条の２ 育児休業法第１９条第２項第２号に掲げる範囲内で請求する同条第

１項に規定する部分休業（以下「第２号部分休業」という。）の承認は、１時間

を単位として行うものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、それ

ぞれ当該各号に定める時間数の第２号部分休業を承認することができる。 

(１) １回の勤務に係る日ごとの勤務時間に分を単位とした時間がある場合であ

って、当該勤務時間の全てについて承認の請求があったとき 当該勤務時間の

時間数 

(２) 第２号部分休業の残時間数に１時間未満の端数がある場合であって、当該

残時間数の全てについて承認の請求があったとき 当該残時間数 

（育児休業法第１９条第２項の条例で定める１年の期間） 

第１７条の３ 育児休業法第１９条第２項の条例で定める１年の期間は、毎年４月

１日から翌年３月３１日までとする。 

（育児休業法第１９条第２項第２号の人事院規則で定める時間を基準として条例

で定める時間） 

第１７条の４ 育児休業法第１９条第２項第２号の人事院規則で定める時間を基準

として条例で定める時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定

める時間とする。 

(１) 非常勤職員以外の職員 ７７時間３０分

(２) 非常勤職員 当該非常勤職員の勤務日１日当たりの勤務時間に１０を乗じ

て得た時間 

（育児休業法第１９条第３項の条例で定める特別の事情） 

第１７条の５ 育児休業法第１９条第３項の条例で定める特別の事情は、配偶者が

負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の同条第２項の
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規定による申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより同条第

３項の規定による変更（以下「第３項変更」という。）をしなければ同項の職員

の小学校就学の始期に達するまでの子の養育に著しい支障が生じると任命権者が

認める事情とする。 

第１８条中「部分休業」を「育児休業法第１９条第１項に規定する部分休業」に

改める。 

第１９条を次のように改める。 

　（部分休業の承認の取消事由） 

第１９条 育児休業法第１９条第６項において準用する育児休業法第５条第２項の

条例で定める事由は、職員が第３項変更をしたときとする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（埼玉県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例の一部改正に伴う

経過措置） 

２ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第１９条第２

項第２号に掲げる範囲内において、この条例の施行の日から令和８年３月３１日ま

での間における部分休業の承認の請求をする場合における第２条の規定による改正

後の埼玉県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例第１７条の４の

規定の適用については、同条第１号中「７７時間３０分」とあるのは「３８時間４

５分」と、同条第２号中「１０」とあるのは「５」とする。 

7



議 案 第 １ ３ 号

  令和６年度埼玉県後期高齢者医療広域連合一般会計歳入歳出決算認定に  

ついて 

 令和６年度埼玉県後期高齢者医療広域連合一般会計歳入歳出決算を別冊のとおり監

査委員の意見を付けて認定に付する。 

令和７年１１月４日提出 

埼玉県後期高齢者医療広域連合長 吉 田 信 解  

提 案 理 由 

 地方自治法第２９２条の規定により準用する同法第９６条第１項第３号の規定によ

り、この案を提出する。 
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議 案 第 １ ４ 号 

  令和６年度埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療事業特別会計  

  歳入歳出決算認定について 

 令和６年度埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決

算を別冊のとおり監査委員の意見を付けて認定に付する。 

  令和７年１１月４日提出 

埼玉県後期高齢者医療広域連合長 吉 田 信 解  

提 案 理 由 

 地方自治法第２９２条の規定により準用する同法第９６条第１項第３号の規定によ

り、この案を提出する。 
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議 案 第 １ ５ 号

訴 え の 提 起 に つ い て

 別紙のとおり訴えの提起をすることについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２９２条の規定により準用する同法第９６条第１項第１２号の規定により議決

を求める。 

  令和７年１１月４日提出 

埼玉県後期高齢者医療広域連合長 吉 田 信 解  

提 案 理 由 

 第三者行為損害賠償金の未払いによる川越簡易裁判所への支払督促の申立て等に関

し、相手方から督促異議の申立てがなされた場合、民事訴訟法第３９５条の規定によ

り、訴えの提起があったものとみなされ訴訟に移行するため、地方自治法第２９２条

の規定により準用する同法第９６条第１項第１２号の規定により、あらかじめ議決を

求める。 
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  訴えの提起について 

１ 相手方  

２ 事件の内容 

（１）令和４年３月７日に埼玉県後期高齢者医療広域連合被保険者（以下「被害

者」という。）は、自転車走行中、相手方の自動車と対面にて接触し、被保険者

が負傷した。 

（２）埼玉県後期高齢者医療広域連合は、被害者の相手方に対する医療給付に係る

損害賠償請求権を代位取得し、相手方に対して第三者行為損害賠償金として１，

８９６，７４５円の請求を行った。 

（３）相手方に対し再三催告したものの、支払いに応じなかった。

（４）そこで、相手方に対して第三者行為損害賠償金の支払いを求め、支払督促の

申立て等を行うものである。その際、相手方が督促異議の申立てを行った場合に

は民事訴訟法第３９５条の規定により、訴えの提起があったものとみなされ訴訟

に移行するため、地方自治法第２９２条の規定により準用する同法第９６条第１

項第１２号の規定により、あらかじめ議決を求めるものである。 

３ 請求の趣旨 

（１）相手方に対し第三者行為損害賠償金の支払いを求めるもの 

（２）相手方に対し訴訟費用の負担を求めるもの 

（３）仮執行の宣言を求めるもの 

４ 事件に関する取扱い 

（１）判決の結果必要があるときは、上訴するものとする。 

（２）必要がある場合は、適当と認める条件で和解することができるものとする。 
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〇〇〇〇 





議 案 第 １ ６ 号

 埼玉県後期高齢者医療広域連合監査委員の選任について 

埼玉県後期高齢者医療広域連合監査委員に次の者を選任することについて同意を求

める。 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

中 澤 仁 之  

〇〇〇〇〇〇〇〇 

  令和７年１１月４日提出 

埼玉県後期高齢者医療広域連合長 吉 田 信 解 

提 案 理 由 

 埼玉県後期高齢者医療広域連合監査委員（識見を有する者）が、令和７年１２月２

５日をもって任期が満了となるので、次期監査委員を選任することに議会の同意を得

たいため、地方自治法第２９２条の規定により準用する同法第１９６条第１項の規定

により、この案を提出する。

12
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３ 生年月日
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